
公正取引委員会中国支所は、中国
５県の公開講座などに職員を講師
として派遣して、消費者セミナー
を実施しています。

消費者を守るため、商品やサービスの
広告表示には、景品表示法というルー
ルがあります
ルールを守らない広告表示に気付ける
ようになりましょう

消費者セミナーでは、事例やクイズな
どを使い、２つのトピック(①景表法、
②独禁法)を分かりやすく説明します

独占禁止法は事業者がビジネスをする
ときに守るべきルールです
どんな行為がどうして規制されるのか、
そのワケをお話します

〒730-0012
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館10階
公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所
中国支所（担当：取引課）
TEL：082-228-1501 FAX：082-223-3123

1 無料！
依頼料などは一切不要

2 日程・所要時間は応相談
平日開催、１コマ60～120分程度

3 資料は講師が用意
ご要望に応じて内容をアレンジ

4 会場へ伺います
主催者様ご指定の会場へお伺い

5 出席者は何名でもＯＫ
少人数の会合でも構いません

トピック②

トピック①

申込書を
ご利用
ください

講演タイトル例
私たちが安くて良い商品を買えるワケ
かしこい商品の選び方
私たちの暮らしと公正取引委員会

【中国支所】
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対 象 一般消費者等
方 法 消費者団体が開催する会合（研修会・生活講座）などへの職員派遣
内 容 私たちが安くて良い商品を買えるワケ、ウソつき広告の事例紹介など
時 間 １時間程度（相談に応じます。）
費 用 無料（謝金も旅費も一切不要です。）

公正取引委員会からの 

公正取引委員会は、消費者の皆さんが安くて良い商品を安心してお買い物できるよう、事業者に競争を促
したり，ウソつき広告の調査などを行っています。「消費者セミナー」では、公正取引委員会の仕事が皆さ
んの暮らしに深くかかわっていることをゲームやクイズを通して説明します。

≪お問い合わせ先≫ 
公正取引委員会事務総局四国支所 取引課 TEL:087-811-1754 

本当にこんなに安
くなっているの

本当にきれい
に消えるの

本当にこんな
に痩せるの

【四国支所】




